
 

 

 

ヘルメット着用率を１００％に 

先月２０日（木）に３年生の自転車教室を行いました。スタート時の左右の安全確認や交差点

の信号を守ることや、一時停止など自転車を安全に乗る方法を学びました。 

今年４月より、道路交通法で、自転車を運転するすべ

ての人がヘルメットをかぶることに努めなければなら

ないのはもちろんのこと、保護者等の方は、児童が自転

車を運転する際は、ヘルメットをかぶらせるよう努めな

ければならなくなりました。 

自転車事故の被害の軽減には、ヘルメットが大変効果

があることがわかっています。ヘルメットを着用していれば衝撃は１５分の１に軽減され、頭蓋

骨の骨折に至らない場合が多いようです。その結果、頭部損傷による死者の割合は、およそ４分

の１にまで軽減されるのです。ですから、着用義務にかかわらず、ヘルメット着用をお勧めしま

す。児童のヘルメット着用を見ていて思ったことですが、ヘルメットを着用していても、衝撃を

受ける前にヘルメットが脱げたのでは、効果は期待できません。小学生の自転車を乗り始めると

きには、サイズのあったヘルメットを着用するとともに、お子様が「あごひも」を正しく締める

ことができるように教えてあげてください。 

先日、学校では「自転車用ヘルメット着用状況調査」を行いました。調査では、ヘルメットを

持っている児童が、９０．８％でした。ヘルメットをいつもかぶっている児童はその内９割でし

た。お子様が出かける前には、ヘルメットの着用を呼びかけるとともに、自転車の交通ルール（①

左右の安全確認、②一時停止、③信号を守る）についてもご家庭で声掛けをしていただきたいと

思います。 

 

＜５月の活動より＞ 「2年生がっこうしょうかい」 

2 年生が、お兄さん、お姉さんとして、1 年生に

学校のいろいろな部屋を紹介しました。特別教室や

職員室にも来て、やさしく説明をしていました。い

つも以上に頼もしく見えました。 

 

育友会総会（書面審議）のご報告 

書面審議にご協力いただきありがとうございました。 

すべての議案について、承認いただきました。 

今後の役員選出方法について等、いただいたご意見については、実行委員会で協議してい

きます。引き続き、育友会活動へのご理解とご協力を賜りますよう何卒よろしくお願い申し

上げます。 
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